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集
約
で
は
、
い
ろ
い
ろ
意
見

が
集
ま
っ
た
。「
地
域
ユ
ニ
オ
ン

に
携
わ
り
、
併
用
に
疑
問
が
あ

る
」「
件
数
も
な
く
取
り
組
み
の

意
義
が
わ
か
ら
な
い
」「
ユ
ニ
オ

ン
は
通
年
労
働
相
談
を
し
て
い

る
」
な
ど
が
届
い
た
。
現
実
の

問
題
と
し
て
、
受
け
止
め
る
。

報
告
の
な
い
県
本
部
も
、
報
告

で
き
な
い
事
情
が
あ
る
。
だ
と

し
た
ら
、
士
気
も
上
が
ら
ず
、

成
果
も
少
な
い
労
働
相
談
は
や

め
る
選
択
も
迫
ら
れ
て
い
る
の

か
。
そ
の
中
で
成
果
も
あ
る
。

新
社
会
党
第

回
全
国
一
斉

11

労
働
相
談
は
、

月
１
日
～

12

14

日
の
日
程
で
取
り
組
み
、「
新
社

会
党
が
取
り
組
む
労
働
相
談
」

を
街
頭
で
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
取

り
組
ん
だ
の
は

都
道
県
本
部
。

11

報
告
は

都
道
府
県
本
部
。

18

14

日
間
を
創
意
工
夫
し
、
街
頭
宣

伝
と
電
話
待
機
な
ど
任
務
分
担

を
し
て
き
た
。
相
談
件
数
の
４

件
は
つ
ら
い
数
字
だ
。

そ
れ
で
も
、
駅
頭
・
街
頭
で

「
新
社
会
党
を
叫
び
、
政
党
の

労
働
相
談
を
ア
ピ
ー
ル
」
し
た
。

新
社
会
党
が
取
り
組
む
労
働
相
談
の
集
約

「
意
義
は
あ
る
の
か
」
厳
し
い
意
見
も

新
社
会
党
の
チ
ラ
シ
を
持

っ
た
青
年
が
、
東
京
都
本

部
へ
相
談
（
職
場
の
パ
ワ

ハ
ラ
）
に
来
た
。
相
談
か

ら
「
ユ
ニ
オ
ン
ネ
ッ
ト
お

互
い
さ
ま
」
の
組
合
員
（
団

交
係
争
中
）
と
な
り
、
中

央
本
部
の
旗
開
き
に
も
出

席
を
し
た
。
全
国
か
ら
の

声
を
尊
重
し
、
労
働
運
動

全
国
幹
事
会
で
総
括
を
進

め
る
。

労働運動委員会学習交流会
◆2月15日(土) 受付13:10 開会13:30
神保町区民館（３Ｆ・Ａ室）

◆テーマ「外国人労働者の理解と
ユニオン運動の今後」

◆講 師 土屋 信三さん
スクラムユニオン・ひろしま



実
質
賃
金
の
引
き
下
げ
が
止
ま
ら
な
い

年
は
０
・
９
％
減
・
生
活
苦
が
増
大

19
厚
生
労
働
省
が
２
月
７
日
発

表
し
た

年
の
毎
月
勤
労
統
計

19

調
査
（
速
報
、
従
業
員
５
人
以

上
の
事
業
所
）
に
よ
る
と
、
基

本
給
や
残
業
代
な
ど
を
合
わ
せ

た
１
人
当
た
り
の
現
金
給
与
総

額
（
名
目
賃
金
）
は
月
平
均
３

２
万
２
６
８
９
円
で
、
前
年
よ

り
０
・
３
％
減
っ
た
。
物
価
の

影
響
を
考
慮
し
た
実
質
賃
金
は

０
・
９
％
減
で
、
大
幅
な
マ
イ

ナ
ス
を
記
録
し
た
。

私
鉄
総
連
は
、

年
春
闘
の
①
賃
金
②
臨
時
給
③
産
別
最
賃
委
任
取
り
付
け
の
要

20

求
を
２
月
７
日
に
全
組
合
が
一
斉
に
会
社
へ
提
出
し
た
。
私
鉄
は
、
要
求
３
項
目
を

高
率
の
ス
ト
権
を
確
立
し
て
春
闘
を
闘
う
。
大
手
組
合
は
単
組
別
交
渉
を
進
め
、
３

月
中
旬
の
大
手
集
中
回
答
日
に
備
え
る
。

2020年春闘私鉄総連の要求
月例賃金に強くこだわる要求
【月例賃上げ要求】

現行各人基本給を、「定昇相当分(賃金カーブ維持分) 2.0％」

プラス「ベア分(生活維持分＋生活回復･向上分) 7,900円」引き上げ

厚
労
省
は
「
給
与
の
比
較
的

安
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
働
く
人

が
増
え
た
影
響
で
全
体
が
押
し

下
げ
ら
れ
た
」
と
分
析
し
て
い

る
が
、
経
営
者
が
意
識
的
に
有

期
雇
用
を
増
や
し
て
き
た
こ
と

が
起
因
す
る
。
資
本
が
進
め
る

有
期
雇
用
労
働
者
の
拡
大
は
、

当
然
に
パ
ー
ト
労
働
者
の
割
合

を
増
や
し
て
い
る
。
デ
ー
タ
で

見
る
と
前
年
比
０
・

ポ
イ
ン

65

ト
上
昇
（

・

％
）
さ
せ
た
。

31

53

こ
れ
は
、
過
去
最
高
で
、

名
目
賃
金
の
目
減
り
は
、

実
質
賃
金
の
引
き
下
げ
に

弾
み
を
か
け
て
い
る
。

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
経
済
効

果
は
、
頓
挫
し
た
。
そ
の

し
わ
寄
せ
が
労
働
者
に
直

撃
す
る
。
Ｇ
７
で
唯
一
、

実
質
賃
金
が
下
が
り
続
け

る
の
は
日
本
だ
け
。

こ
の

ま
ま
で
は
、
労
働
者
は
生

き
て
い
け
な
く
な
る
。

【年間臨時給要求】

①2019年度の協定月数を堅持する。

②削減を余儀なくされた組合は、回復分を強く要求する。

③年間５カ月に満たない組合は、５カ月とする。

④協定は、夏冬別途ではなく、年間協定とする。

【産業別最低賃金要求】

①各都道府県の「2019年度地域別最低賃金＋10％」を求める。

②最低水準137,000円を引き上げる。

③月額換算に用いる１カ月の労働時間は173.8時間とする。

④各都道府県の地域別最低賃金は、原則として本社地を基本とする。

⑤協定期間内に地域別最低賃金が変更になった場合、これに準拠させる。


